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令和８年１月１５日 

財務部  調達課 

 

建設工事・建設工事関連業務委託の契約保証等の取扱いについて 

 

浜松市では、デジタル・ガバメント推進の一環として建設工事及び建設工事関連業

務委託における保証事業会社の発行する前払金保証及び契約保証について、電子化さ

れた保証証書の取扱いを令和 4 年度から開始しているところですが、新たに保険会社

が発行する履行保証保険および公共工事履行保証証券（履行ボンド）の電子化された

保証証券の取扱いを開始しますのでお知らせします。 

なお、従来の書面による提出も引き続き可能です。 

 

記 

 

１ 電子保証とは 

   これまでの書面による契約保証等に代わり、インターネットを介して電子化

された保証証書や電子化された保証証券の発行から閲覧までを行うことがで

きる仕組みをいいます。 

 

２ 保証事業会社の場合 

 

  ・保証提出までの流れ 

  

・対象となる保証 

   前払金保証（中間前払金保証を含む）、契約保証 
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・取扱い可能な保証事業会社 

    東日本建設業保証（株）、西日本建設業保証（株）、北海道建設業信用保証（株） 

 

・運用方法 

    保証事業会社から発行された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』

（PDF）を電子メールに添付し、契約案件を所管する契約担当課アドレス宛に

送付してください。 

※送付にあたっては、「９ メール送付時の注意事項」をご確認ください。 

 

３ 保険会社の場合 

 

・保証提出までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象となる保証 

  契約保証 

 

・対象となる契約保証 

  履行保証保険、公共工事履行保証証券 

 

・取扱い可能な保険会社 

  日本損害保険協会ホームページ等でご確認ください。 

 

・運用方法 

損害保険会社または取扱代理店から提供された『発注者提出用フォーマット』

に「閲覧用 URL」「工事名」「受注者名」を記載のうえ、電子メールに添付し、

契約案件を所管する契約担当課アドレス宛に送付してください。 

※送付にあたっては、「９ メール送付時の注意事項」をご確認ください。 

発注者 受注者 

②
保
険
契
約
の
締
結 

 

③証券等の送信 

①
契
約
の
申
し
込
み 

保証証券等 

確認システム 

保険会社 

代理店 

⑥閲覧用パスワード・

URL の送信 

 

⑤
閲
覧
用
パ
ス
ワ
ー

ド
の
送
信 

⑦
証
券
等
の
確
認 

④閲覧用パスワード

の送信 

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/syouken/kakunin/index.html
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５ 適用開始日 

令和８年１月１５日（木）以降に契約するものから（変更契約を含む） 

 

６ 契約担当課メールアドレス 

 

No. 契約担当課 メールアドレス 電話番号 

1 
調達課 

工事契約グループ 
tyotatu@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-457-2176 

2 
上下水道総務課 

総務・防災グループ 
suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-474-7011 

3 
北部上下水道課 

管理調整グループ 
hokubu-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-525-6081 

4 
天竜上下水道課 

水道管理グループ 
tn-suido@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-922-0035 

5 
北行政センター 

管財・調達グループ 
n-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-523-2876 

6 
浜名区・区振興課 

調達・管財グループ 
hn-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-585-1146 

7 
天竜区・区振興課 

総務グループ 
tn-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 053-922-0011 

 

７ 現金納付の対応 

契約保証金の現金納付については、従来の納入通知書による納付のほか、調達

課・上下水道部契約案件に限り口座振込での対応を可とします。なお、口座振込

の場合、納付書兼領収書の受領と提出で来庁いただく必要はありませんが、振込

手数料が発生する場合があります。口座振込を希望される場合は、契約窓口とな

る契約担当課（No.1～4）までご連絡ください。 

また、納入通知書により納付をされる場合、領収印が押された納付書兼領収書

の写しを提出いただきますが、従来の郵送・持参に加え、電子メールによる提出

も可とします。 

※送付にあたっては、「９ メール送付時の注意事項」をご確認ください。 

 

 

８ その他 

・保証の申し込み、契約方法については、保証事業会社、保険会社や取扱い代

理店にお問い合わせください。 

   ・保証事業会社の契約保証は前払金保証の特約となるため、前払金請求をしな

い場合は契約保証を利用できません。 

   ・金融機関の保証については電子化対応の対象外です。 
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９ メール送付時の注意事項 

各契約担当課にメール送付する際は、送付後に電話連絡により到着確認を行っ

てください。また、下記のとおり件名を設定してください。 

保証の種類 メール件名 添付文書 

前払金保証 

契約保証 
【会社名】認証キーの送付について 

電子保証にかかる「認証キー」

のお知らせ（PDF） 

履行保証保険 

公共工事履行

保証証券 

【会社名】閲覧用パスワード等の送付に 

ついて 
発注者提出用フォーマット 

現金納付 
【会社名】納付書兼領収書の送付に 

ついて 
納付書兼領収書 

 


